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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ収納部に収納されたバッテリから出力されるバッテリの識別情報に基づいて電
力供給を制御する制御部と、上記制御部により制御されて供給された電力により動作して
被写体を撮像する撮像処理部とを有する電子機器と、
　上記電子機器のバッテリ収納部に収納されるプレート本体と、一端が上記プレート本体
と接続され、他端が上記バッテリ収納部の導出孔からこの電子機器外部に導出されるとと
もに電源と接続されるコネクタが形成されたケーブルとからなる電源プレートとを備え、
　上記電源プレートのプレート本体は、この電源プレートの識別情報と、上記電子機器の
撮像処理部の機能を拡張させる拡張機能情報とを記憶する記憶媒体と、この記憶媒体に記
憶された識別情報と拡張機能情報とを読み出して、このプレート本体が収納された上記電
子機器に出力する情報出力部を有し、
　上記電子機器は、この電子機器の識別情報を記憶する記憶媒体と、上記本体プレートの
情報出力部から出力される電源プレートの識別情報又は上記バッテリから出力されるバッ
テリの識別情報を、この電子機器の識別情報と照合して認証が成功したか否かを判断し、
この認証が成功した電源プレートの識別情報又はバッテリの識別情報に基づいて、上記バ
ッテリと上記プレート本体とのいずれか一方が上記バッテリ収納部に収納されたかの判断
を行う認証処理部とを有し、
　上記認証処理部は、上記バッテリ収納部に上記プレート本体が収納されたと判断したと
き、さらに、このプレート本体の電源プレートが上記拡張機能情報を出力する拡張型であ
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るか否かを判断し、
　上記制御部は、上記認証処理部の認証結果に応じて、上記バッテリ及び上記電源プレー
トのいずれか一方から供給される電力を制御し、上記認証処理部により上記バッテリ収納
部に収納されたプレート本体の電源プレートが拡張型であると判断されたとき、この電源
プレートから出力された拡張機能情報に応じて、このバッテリ収納部に上記バッテリが収
納されたときよりも高消費電力で撮像を行う機能を有効にして撮像を行うように、上記撮
像処理部の動作を制御する電力供給システム。
【請求項２】
　上記電子機器は、画像を表示する表示部が設けられた電子機器であって、
　上記電子機器の制御部は、上記認証処理部により上記バッテリ収納部に上記プレート本
体が収納されたと判断されたときに、上記表示部の表示出力の明度値、及び彩度値のうち
少なくとも一の値を、このバッテリ収納部に上記バッテリが収納されたときよりも高く設
定して、上記表示部に画像を表示させる請求項１記載の電力供給システム。
【請求項３】
　上記電子機器は、バッテリの残電力量情報を表示可能な表示部が設けられた電子機器で
あって、
　上記電子機器の制御部は、上記認証処理部により上記バッテリ収納部に上記プレート本
体が収納されたと判断されたときに、上記表示部に上記バッテリの残電力量情報を表示さ
せない請求項１記載の電力供給システム。
【請求項４】
　上記電子機器は、所定の待機時間内にこの機器に操作入力がないときにこの機器の駆動
を停止する停止制御手段が設けられた電子機器であって、
　上記電子機器の制御部は、上記認証処理部により上記バッテリ収納部に上記バッテリが
収納されたと判断されたときに、上記停止制御手段の動作を有効にし、上記認証処理部に
より上記バッテリ収納部に上記プレート本体が収納されたと認証されたときに、上記停止
制御手段の動作を無効にする請求項１記載の電力供給システム。
【請求項５】
　上記プレート本体には、上記ケーブルの一端を保持する保持部と、この保持部より上記
プレート本体の外周方向に向かって形成され、上記電子機器に形成された導出孔の位置に
応じて上記ケーブルの導出方向を変える複数の導出路が設けられている請求項１に記載の
電力供給システム。
【請求項６】
　バッテリから出力されるバッテリの識別情報に基づいて電力供給を制御して被写体を撮
像する電子機器のバッテリ収納部に収納されるプレート本体と、
　一端が上記プレート本体と接続され、他端が上記バッテリ収納部の導出孔からこの電子
機器本体外部に導出されるとともに電源と接続されるコネクタが形成されたケーブルとを
備え、
　上記プレート本体は、この電源プレートの識別情報と、上記電子機器の撮像処理部の機
能を拡張させる拡張機能情報とを記憶する記憶媒体と、この記憶媒体に記憶された識別情
報と拡張機能情報とを読み出して、このプレート本体が収納された上記電子機器に出力し
、上記出力した電源プレートの識別情報に基づいて上記電子機器に対して、この電子機器
のバッテリ収納部に電源プレートが収納されたことを判断させるとともに、上記出力した
拡張機能情報に応じて、このバッテリ収納部に上記バッテリが収納されたときよりも高消
費電力で撮像を行う機能を有効にして撮像を行うように動作させる情報出力部を有する電
源プレート。
【請求項７】
　バッテリ、又は、電源に接続されるコネクタとケーブルを介して接続された電源プレー
トのプレート本体のうち、何れか一方が収納されるバッテリ収納部と、
　当該電子機器の識別情報を記憶する記憶媒体と、
　上記バッテリ収納部に収納されるプレート本体から出力される電源プレートの識別情報
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、又は、上記バッテリから出力されるバッテリの識別情報を、上記記憶手段に記憶された
電子機器の識別情報と照合して認証が成功したか否かを判断し、この認証が成功した電源
プレートの識別情報又はバッテリの識別情報に基づいて、上記バッテリと上記プレート本
体とのいずれか一方が上記バッテリ収納部に収納されたかの判断を行う認証処理部と、
　上記認証処理部の認証結果に応じて、上記バッテリ及び上記電源プレートのいずれか一
方から供給される電力を制御する制御部と、
　上記制御部により制御されて供給された電力により動作して被写体を撮像する撮像処理
部とを備え、
　上記認証処理部は、上記バッテリ収納部に上記プレート本体が収納されたと判断したと
き、さらに、このプレート本体の電源プレートが上記拡張機能情報を出力する拡張型であ
るか否かを判断し、
　上記制御部は、上記認証処理部により上記バッテリ収納部に収納されたプレート本体の
電源プレートが拡張型であると判断されたとき、この電源プレートから出力された拡張機
能情報に応じて、このバッテリ収納部に上記バッテリが収納されたときよりも高消費電力
で撮像を行う機能を有効にして撮像を行うように、上記撮像処理部の動作を制御する電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリによって駆動する電子機器のバッテリ収納部に収納可能なプレート
本体に接続されたケーブルを介して電力を供給する電力供給システム、この電力供給シス
テムを構成する電源プレート、及びこの電源プレートからの供給電力によって駆動される
電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、乾電池などの一次電池や、リチウムイオンバッテリなどの二次電池を用いる
デジタルカメラなどの電子機器には、電池収納部内に一次電池やバッテリに代えて家庭電
源の電力を電池収納部内に設けられた端子から供給する電源プレートが用いられ、家庭内
や店頭展示などでの長時間使用に供されている（特許文献１）。
【０００３】
　さらに、このような電子機器の中には、従来から、リチウムイオンバッテリと電源プレ
ートとの形状を統一させて、リチウムイオンバッテリと電源プレートとが共用して収納可
能な収納部を有するものが提案されている。このような共用の収納部を備える電子機器は
、バッテリ収納部以外の筐体部分に直流電源入力端子を設ける必要がないため、筐体の小
型化やコストダウンなどを実現することができる。
【０００４】
　このような共用の収納部を備える電子機器では、電源プレートのプレート本体及びバッ
テリのいずれか一方が収納されたかを判別する必要がある。この共用収納部にバッテリ又
は電源プレートのどちらかが収納されたかを電子機器側が判別するため、従来から次のよ
うな方法がある。
【０００５】
　第１の方法は、バッテリと電源プレートとに、それぞれの筐体に互いを識別するための
判別溝を設けることである。このような判別溝を設けることで、電子機器は、その共用収
納部に、バッテリ又は電源プレートが収納されたときのみにおいて押圧されるスイッチを
設けることで、バッテリ又は電源プレートが収納されたことが判断できる。
【０００６】
　第２の方法は、バッテリと電源プレートとの出力端子の配置位置をそれぞれ異なるもの
とすることである。このように、これらの出力端子の配置位置に対応して、電子機器の共
用収納部の入力端子位置を配置することで、バッテリ又は電源プレートが収納されたこと
が判断できる。
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【０００７】
　また、デジタルスチルカメラなどの電子機器と、この電子機器へ電力を供給するバッテ
リとの間では、従来からバッテリが、特定の電子機器に対応する正規品であるか否かの認
証を行っている。これは、正規品でないバッテリの中に過放電や過電流などを防止する保
護回路を備えていないものがあるからである。
【０００８】
　このため、従来から正規品の専用バッテリには、電力供給用の正極及び負極端子に加え
て、そのバッテリの識別情報などを出力する情報出力端子を備えている。そして、このよ
うな電子機器は、専用バッテリの情報出力端子から出力されるバッテリの識別情報に基づ
いて、装着されたバッテリが正規品であるか否かの認証処理を行っている。
【０００９】
　また、携帯型電子機器と、この携帯型電子機器へ電力を供給するバッテリとの間では、
従来からバッテリが、特定の携帯型電子機器に対応する正規品であるか否かの認証を行っ
ている。これは、正規品でないバッテリの中に、過放電や過電流などを防止する保護回路
を備えていないものがあるからである。
【００１０】
　このため、従来から、正規品である専用バッテリには、電力供給用の正極端子及び負極
端子に加えて、そのバッテリの識別情報などを出力する情報出力端子を備えている。そし
て、携帯型電子機器は、情報出力端子から出力されるバッテリの識別情報に基づいて、装
着されたバッテリが専用バッテリであるか否かの認証処理を行っている。
【００１１】
【特許文献１】特開２００６―２２９３５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従来の電子機器では、共用収納部に電源プレートが収納されたことを、識別溝や出力端
子の配置位置などで判断している。ここで、仮に電源プレートの識別溝や出力端子の配置
位置に適合した構造を有するバッテリが、電子機器の共用収納部に収納されると、電子機
器では電源プレートが収納されたものと判断して、このバッテリから電力供給を行うこと
となる。すなわち、電子機器は、その共用収納部に、正規品でないバッテリが収納されて
も、電源プレートが収納されたものと判断してしまう。このため、電子機器の共用収納部
の形状に専用性を施すだけでは、収納されたバッテリが正規品であるか否かの認証を精度
良く行うことができない。
【００１３】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、正規品であるか否かの認証
をより精度良く行い、バッテリ駆動の電子機器に外部電源の電力を供給する電力供給シス
テム、電源プレート、及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述した課題を解決するための手段として、本発明は、バッテリ収納部に収納されたバ
ッテリから出力されるバッテリの識別情報に基づいて電力供給を制御する制御部と、制御
部により制御されて供給された電力により動作して被写体を撮像する撮像処理部とを有す
る電子機器と、電子機器のバッテリ収納部に収納されるプレート本体と、一端がプレート
本体と接続され、他端がバッテリ収納部の導出孔からこの電子機器外部に導出されるとと
もに電源と接続されるコネクタが形成されたケーブルとからなる電源プレートとを備え、
電源プレートのプレート本体は、この電源プレートの識別情報と、電子機器の撮像処理部
の機能を拡張させる拡張機能情報とを記憶する記憶媒体と、この記憶媒体に記憶された識
別情報と拡張機能情報とを読み出して、このプレート本体が収納された電子機器に出力す
る情報出力部を有し、電子機器は、この電子機器の識別情報を記憶する記憶媒体と、本体
プレートの情報出力部から出力される電源プレートの識別情報又はバッテリから出力され
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るバッテリの識別情報を、この電子機器の識別情報と照合して認証が成功したか否かを判
断し、この認証が成功した電源プレートの識別情報又はバッテリの識別情報に基づいて、
バッテリとプレート本体とのいずれか一方がバッテリ収納部に収納されたかの判断を行う
認証処理部を有し、認証処理部は、バッテリ収納部にプレート本体が収納されたと判断し
たとき、さらに、このプレート本体の電源プレートが拡張機能情報を出力する拡張型であ
るか否かを判断し、制御部は、認証処理部の認証結果に応じて、バッテリ及び電源プレー
トのいずれか一方から供給される電力を制御し、認証処理部によりバッテリ収納部に収納
されたプレート本体の電源プレートが拡張型であると判断されたとき、この電源プレート
から出力された拡張機能情報に応じて、このバッテリ収納部にバッテリが収納されたとき
よりも高消費電力で撮像を行う機能を有効にして撮像を行うように、撮像処理部の動作を
制御する。
【００１５】
　また、本発明は、バッテリから出力されるバッテリの識別情報に基づいて電力供給を制
御して被写体を撮像する電子機器のバッテリ収納部に収納されるプレート本体と、一端が
プレート本体と接続され、他端がバッテリ収納部の導出孔からこの電子機器本体外部に導
出されるとともに電源と接続されるコネクタが形成されたケーブルとを備え、プレート本
体は、この電源プレートの識別情報と、電子機器の撮像処理部の機能を拡張させる拡張機
能情報とを記憶する記憶媒体と、この記憶媒体に記憶された識別情報と拡張機能情報とを
読み出して、このプレート本体が収納された電子機器に出力し、出力した電源プレートの
識別情報に基づいて電子機器に対して、この電子機器のバッテリ収納部に電源プレートが
収納されたことを判断させるとともに、出力した拡張機能情報に応じて、このバッテリ収
納部にバッテリが収納されたときよりも高消費電力で撮像を行う機能を有効にして撮像を
行うように動作させる情報出力部を有する。
【００１６】
　また、本発明は、バッテリ、又は、電源に接続されるコネクタとケーブルを介して接続
された電源プレートのプレート本体のうち、何れか一方が収納されるバッテリ収納部と、
当該電子機器の識別情報を記憶する記憶媒体と、バッテリ収納部に収納されるプレート本
体から出力される電源プレートの識別情報、又は、バッテリから出力されるバッテリの識
別情報を、記憶手段に記憶された電子機器の識別情報と照合して認証が成功したか否かを
判断し、この認証が成功した電源プレートの識別情報又はバッテリの識別情報に基づいて
、バッテリとプレート本体とのいずれか一方がバッテリ収納部に収納されたかの判断を行
う認証処理部と、認証処理部の認証結果に応じて、バッテリ及び電源プレートのいずれか
一方から供給される電力を制御する制御部と、制御部により制御されて供給された電力に
より動作して被写体を撮像する撮像処理部とを備え、認証処理部は、バッテリ収納部にプ
レート本体が収納されたと判断したとき、さらに、このプレート本体の電源プレートが拡
張機能情報を出力する拡張型であるか否かを判断し、制御部は、認証処理部によりバッテ
リ収納部に収納されたプレート本体の電源プレートが拡張型であると判断されたとき、こ
の電源プレートから出力された拡張機能情報に応じて、このバッテリ収納部にバッテリが
収納されたときよりも高消費電力で撮像を行う機能を有効にして撮像を行うように、撮像
処理部の動作を制御する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、電子機器のバッテリ収納部にプレート本体が収納された電源プレートから出
力される電源プレートの識別情報に基づいて、バッテリ及び電源プレートのいずれか一方
がバッテリ収納部に収納されたかの認証を行い、この認証結果に応じて、電力の供給を制
御するので、電子機器に接続されるバッテリ及び電源プレートが正規品であるか否かの認
証を精度良く行うことができる。また、本発明は、電源プレートの識別情報を用いて正規
品であるか否かの認証を行う処理環境を利用して、拡張機能情報を電源プレートから電子
機器へ供給することにより、電子機器側で拡張機能情報に応じて、バッテリ駆動では消費
電力が非常に大きいために通常組み込まれていない高消費電力撮影機能を有効にして被写
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体像を撮像することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明が適用された電源プレートについて、図面を参照しながら詳細に説明する
。本発明が適用された電源プレートは、電子機器のバッテリ収納部に収納される二次電池
と形状や大きさが略同一とされ、二次電池に換えてバッテリ収納部に収納されて用いられ
るものである。本実施形態では、まず、本発明が適用された電源プレートの形状の一例に
ついて説明する。続いて、本実施形態では、電源プレートと、この電源プレートのプレー
ト本体が収納されて電力供給が行われる電子機器との間で行われる認証処理について説明
する。
【００１９】
　＜電源プレートの形状について＞
　電源プレート１は、図１に示すように、全体を矩形平板状に形成されたプレート本体２
と、プレート本体２より引き出され電源と接続されるケーブル３とを有する。ケーブル３
の先端には、ＡＣ／ＤＣコンバータ４と接続される接続コネクタ５が形成されている。
【００２０】
　そして電源プレート１は、図２に示すように、接続コネクタ５を介してＡＣ／ＤＣコン
バータ４に接続されるとともに、ＡＣ／ＤＣコンバータ４に家庭内などにあるコンセント
に接続されるコード６が接続されることにより、電源と接続される。これにより電源プレ
ート１は、家庭用電源から電子機器側に電力を供給することができ、バッテリの残電力量
を気にすることなく連続して電子機器を駆動させることができる。
【００２１】
　この電源プレート１のプレート本体２は、図３～図５に示すように、上下一対のハーフ
１０，１１を突き合わせ結合されることにより略矩形平板状に形成されている。上ハーフ
１０は、電子機器側のバッテリ収納部４１への挿入端となる前面壁１０ａが形成され、こ
の前面壁１０ａには、バッテリ収納部４１内に設けられている電子機器側の電源端子と接
触する正極端子部３１、負極端子部３２及び情報伝達用の端子部３３を前面側に臨ませる
複数の端子孔１２がそれぞれ形成されている。また上ハーフ１０は、両側面の背面側が厚
さ方向に立ち上がることにより薄く形成され、後述するケーブル３の導出領域２４を構成
している。なお上ハーフ１０は、下方に向かって図示しないボスが立設され、下ハーフ１
１側から挿通されたネジ１３が螺合されることにより下ハーフ１１と接続される。
【００２２】
　また下ハーフ１１は、電源と接続されるケーブル３を挟持して保持する保持部１５と、
ケーブル３の導出方向を規制する導出路１６が設けられた導出部１７とが形成されている
。また、下ハーフ１１は、上ハーフ１０と同様にバッテリ収納部への挿入端となる前面壁
１１ａが形成され、ケーブル３の導線と接続された正極タブ１８及び負極タブ１９が挿通
されるとともに、正極端子部３１、負極端子部３２及び情報端子部３３がそれぞれ形成さ
れた端子板２０を支持している。
【００２３】
　ケーブル３を保持する保持部１５は、下ハーフ１１の主面の略中央部に設けられ、相対
向して立設されたコ字状の支持壁２２，２２を有し、ケーブル３の外周部に嵌合された嵌
合片２３が、支持壁２２，２２間に挟持されて形成されている。保持部１５は、嵌合片２
３が支持壁２２，２２に挟持されることにより、ケーブル３をプレート本体２内に保持し
、引っ張り等の外力に対してもケーブル３の抜けや切断などを防止する。
【００２４】
　導出部１７は、プレート本体２の背面側に設けられ、保持部１５に保持されたケーブル
３の導出方向を規制するものである。この導出部１７は、図３及び図４に示すように、下
ハーフ１１の背面壁１１ｂよりも背面側が主面部よりも低く形成されることにより、背面
壁１１ｂから引き出されたケーブル３が外部に導出される導出領域２４が設けられ、この
導出領域２４に形成される。具体的に、導出部１７は、下ハーフ１１の背面壁１１ｂに開
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口された開口部２５より引き出されたケーブル３を、プレート本体２の背面側の両角部２
ａ，２ｂの何れか一方に分岐させる分岐部２６が形成されている。
【００２５】
　開口部２５は、背面壁１１ｂの略中央が前面壁１１ａ側に向かって略Ｖ字状に形成され
、その最も前面側に形成されている。開口部２５からは、保持部１５に保持されたケーブ
ル３が導出領域２４に導出される。
【００２６】
　また、分岐部２６は、下ハーフ１１の背面壁１１ｂよりもさらに背面側に形成され、略
三角形状をなしその頂部が開口部２５と対峙されている。また分岐部２６は、頂部より一
方の斜面がプレート本体２の背面側の一方の角部２ａに向かって形成され、他方の斜面が
プレート本体２の背面側の他方の角部２ｂに向かって形成されている。なお、分岐部２６
は、三角形状の底辺が下ハーフ１１の背面側の側縁となり、上ハーフ１０と接合されるこ
とにより、該上ハーフ１０の背面壁と連続される。
【００２７】
　これにより導出部１７は、分岐部２６の斜面と下ハーフ１１の背面壁１１ｂとで、ケー
ブル３をプレート本体２の背面側の角部２ａ，２ｂの何れか一方に導出させる導出路１６
ａ，１６ｂが形成される。そして導出部１７は、開口部２５より外方に引き出されたケー
ブル３を分岐部２６を介して導出路１６ａ，１６ｂの何れか一方に規制し、プレート本体
２の背面側の角部２ａ，２ｂの何れかより導出させることができる。
【００２８】
　なお、ケーブル３は、可撓性を有するため、保持部１５に保持された状態でも、開口部
２５より先に導出された部分は、導出部１７によって左右いずれにも方向を換えることが
できる。そしてケーブル３は、導出部１７に導出方向を規制されることにより、図５に示
すように、プレート本体２の背面側の一方の角部２ａと、略９０°移動させた他方の角部
２ｂとにおいて、導出でき、また両角部２ａ，２ｂにおいてプレート本体２の背面方向や
側方、斜め方向など、自在に導出できる。
【００２９】
　また導出路１６には、ケーブル３を挟持する挟持片２７ａ、２７ｂが立設されている。
挟持片２７ａ、２７ｂは、分岐部２６によって導出方向が規制されたケーブル３を挟持す
ることにより、ケーブル３の揺動を防止するものであり、各導出路１６ａ，１６ｂに設け
られている。挟持片２７ａ、２７ｂは、図６に示すように、分岐部２６の両側壁２６ａ，
２６ｂにそれぞれ設けられた第１の挟持片２７ａと、背面壁１１ｂの分岐部２６の両側壁
２６ａ，２６ｂと対峙する位置にそれぞれ設けられた第２の挟持片２７ｂとを有し、これ
ら第１，第２の挟持片２７ａ，２７ｂとが相対向して立設されている。
【００３０】
　第１の挟持片２７ａは、下ハーフ１１の導出領域２４より立設され、上方には第２の挟
持片２７ｂ側に向かって膨出することによりケーブル３の抜け止めを図る膨出部２８が形
成されている。また第１の挟持片２７ａは、分岐部２６の側壁２６ａに第１の挟持片２７
ａを囲むように凹部が形成されることにより、揺動可能に形成されている。第２の挟持片
２７ｂは、背面壁１１ｂより第１の挟持片２７ａ側に膨出する膨出部２９が形成されてい
る。
【００３１】
　そして第１の挟持片２７ａは、撓んでケーブル３が圧入されることにより、これを挟持
する。第１の挟持片２７ａに挟持されることにより、ケーブル３は、揺動することなくプ
レート本体２の背面側の角部２ａ，２ｂの何れか一方に導出される。
【００３２】
　下ハーフ１１の前面壁１１ａには、正極タブ１８及び負極タブ１９が挿通、保持される
挿通孔が形成されている。前面壁１１ａに保持される正極タブ１８及び負極タブ１９は、
ニッケル（Ｎｉ）等の金属薄板からなり、下ハーフ１１内に配設されケーブル３の正極導
線又は負極導線と接合される接合板部１８ａ，１９ａと、前面壁１１ａの挿通孔を介して
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前面側に突出され、端子板２０と溶接される溶接板部１８ｂ，１９ｂとを有する。各溶接
板部１８ｂ，１９ｂは、端子板２０と接合された後、前面壁１１ａの挿通孔にガイドされ
て前面壁１１ａに沿うように約９０°に折り曲げられ、端子板２０を前面壁１１ａに当接
させる。
【００３３】
　また下ハーフ１１の前面壁１１ａには前面側に端子板２０を支持する支持凹部３０が形
成されている。支持凹部３０は、端子板２０が前面壁１１ａの側縁部に当接されると、端
子板２０に実装されている半導体チップや、正極タブ１８及び負極タブ１９が溶接された
溶接板が位置される。
【００３４】
　前面壁１１ａに支持される端子板２０は、いわゆるリジット配線基板であり、前面側に
は上ハーフ１０の端子孔１２より外方に臨まされる正極端子部３１、負極端子部３２及び
情報端子部３３が形成されている。正極端子部３１は、基板に形成された配線パターンに
より背面側に設けられた溶接板を介して正極タブ１８と接続され、負極端子部３２は、同
様に負極タブ１９と接続されている。情報端子部３３は、電源プレート１の識別情報など
を出力する情報出力用の端子であり、端子板２０に実装された半導体チップと接続されて
いる。また、情報端子部３３は、電源プレートの識別情報を電子機器に出力することによ
り、後述する認証処理が電子機器との間で行われる。
【００３５】
　かかる電源プレート１は、開口部２５を挿通したケーブル３を保持部１５で保持した後
、下ハーフ１１の前面壁１１ａに挿通、保持されている正極タブ１８及び負極タブ１９の
各接合板部１８ａ，１９ａと、ケーブル３の正極導線及び負極導線とを半田などで接合す
る。次いで、前面壁１１ａの前面側に突出されている正極タブ１８及び負極タブ１９の溶
接板部１８ｂ，１９ｂと、端子板２０の溶接板とを重ね、スポット溶接などにより溶接す
る。これにより端子板２０の正極端子部３１と正極タブ１８とが接続され、負極端子部３
２と負極タブ１９とが接続される。
【００３６】
　次いで、溶接板部１８ｂ，１９ｂを折り曲げることにより端子板２０を前面壁１１ａの
前面側に当接させる。最後に上ハーフ１０と下ハーフ１１とをネジ１３で接続する。これ
により電源プレート１は、上ハーフ１０に形成された端子孔１２より、端子板２０の正極
端子部３１、負極端子部３２及び情報端子部３３が臨まされる。また端子板２０は、下ハ
ーフ１１の前面壁１１ａと上ハーフ１０の前面壁１０ａとに挟持されることによって位置
が固定される。また端子板２０は、各端子部３１～３３が押圧された場合にも、当該押圧
力が下ハーフ１１の前面壁１１ａによって受け止められることから、端子位置がずれるこ
ともない。
【００３７】
　次いで、電源プレート１が用いられる電子機器のバッテリ収納部について説明する。こ
の電子機器は、例えば図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すようなデジタルスチルカメラ４０
であり、図８に示すように、一側面に二次電池や電源プレート１が挿入されるバッテリ収
納部４１が形成されている。バッテリ収納部４１は、デジタルスチルカメラ４０の一側面
の下部に凹面部４３が形成され、この凹面部４３に二次電池や電源プレート１のサイズに
応じた略矩形状の収納凹部４４と、ケーブル３を導出する導出孔４５とが形成されている
。
【００３８】
　収納凹部４４は、最深部に正極端子接続部、負極端子接続部、情報端子接続部及び排出
用の付勢部材などが設けられている。また収納凹部４４は、電池蓋４２によって開閉され
る。
【００３９】
　導出孔４５は、凹面部４３の収納凹部４４と隣接して設けられキャップ４６によって閉
塞されている。キャップ４６は、弾性部材によって形成され、一辺を片持ち梁状にデジタ
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ルスチルカメラ４０に支持されることにより、電池蓋４２側を自由端とされている。そし
て導出孔４５は、電源プレート１が収納凹部４４に収納されると（図２参照）、図９に示
すように、キャップ４６が外側に撓んで開放され、ケーブル３を外部に導出させることが
できる。
【００４０】
　デジタルスチルカメラ４０は、二次電池を用いる場合には、バッテリ収納部４１に二次
電池を収納した後、詳細を省略する係止片によって二次電池をバッテリ収納部４１内に保
持し、電池蓋４２が閉められる。このときデジタルスチルカメラ４０は、キャップ４６が
閉塞されることにより電池蓋４２と面一とされているため、収納凹部４４が完全に閉塞さ
れる。
【００４１】
　また電源プレート１のプレート本体２をデジタルスチルカメラ４０のバッテリ収納部４
１内に収納する際には、まず、導出部１７によって、バッテリ収納部４１に形成された導
出孔４５の形成方向に応じてケーブル３の導出方向を変える。具体的に、図２及び図９に
示すように、デジタルスチルカメラ４０のバッテリ収納部４１内へ収納する場合には、図
１０に示すように、ケーブル３を一方の角部２ａ側に導出させる。
【００４２】
　そして電源プレート１は、プレート本体２を収納凹部４４に収納すると共に、ケーブル
３を導出孔４５より導出する。このときデジタルスチルカメラ４０は、キャップ４６が外
方に撓まされることで、ケーブル３を外方に導出させている。その後、電源プレート１は
、接続コネクタ５を介してＡＣ／ＤＣコンバータ４に接続されるとともに、ＡＣ／ＤＣコ
ンバータ４に家庭内などにあるコンセントに接続されるコード６が接続されることにより
、電源と接続される。これにより電源プレート１は、家庭用電源からデジタルスチルカメ
ラ４０側に電力を供給することができ、バッテリの残電力量を気にすることなく連続して
デジタルスチルカメラ４０を駆動させることができる。
【００４３】
　電源プレート１は、導出部１７によってケーブル３の導出方向がデジタルスチルカメラ
４０の導出孔４５の位置に応じて角部２ａ方向に規制されているため、バッテリ収納部４
１内に収納された場合にも、ケーブル３に捻れや屈曲などをおこすことなく外部へ導出さ
せることができる。したがって電源プレート１は、ケーブル３やバッテリ収納部４１の破
損や過剰な負荷などの不具合を防止しながら家庭用電源を供給することができる。
【００４４】
　また電源プレート１は、バッテリ収納部４１を同じ規格で形成された他の電子機器に用
いる場合には、当該他の電子機器に形成されたケーブル３の導出孔に応じて、ケーブル３
の導出方向を変える。例えば、図１１に示すデジタルスチルカメラ４７のバッテリ収納部
に収納する場合には、ケーブル３の導出孔４８に応じて図１２に示すように、ケーブル３
を他方の角部２ｂ側に導出させる。これにより電源プレート１は、ケーブル３に捻れや屈
曲などをおこすことなく、デジタルスチルカメラ４７のバッテリ収納部にも収納すること
ができる。
【００４５】
　このように電源プレート１は、異なる機種のバッテリ収納部に収納することができると
ともに、各機種毎に設けられたケーブルの導出孔に応じて、プレート本体２からのケーブ
ル３の導出方向を変えることができ無理なくケーブル３を導出させることができるため、
各機種毎に電源プレートを用意する必要がない。したがって、例えば量販店などで複数の
異なる機種を店頭展示する場合など長時間に亘って電力の供給を必要とする場合に、電源
プレートを機種毎に用意する必要が無く、また電源プレートの入れ間違いなども防止でき
る。
【００４６】
　なお、本発明は、上述した電源プレート１のように、導出部が分岐部によってプレート
本体の背面側の両角部２ａ，２ｂに分岐されるのみならず、例えば図１３に示すように、
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分岐部によって、両角部２ａ，２ｂに加えて背面方向へ導出させるようにしてもよい。
【００４７】
　この場合、分岐部には下ハーフ１１の背面壁１１ｂとの間に導出路１６ａ，１６ｂが形
成され、さらに開口部２５と対峙するように第３の導出路１６ｃが形成される。この第３
の導出路１６ｃにも、挟持片２７ａ又は２７ｂを形成することができる。
【００４８】
　かかる第３の導出路１６ｃが形成された導出部１７を備えることにより、本発明が適用
された電源プレートは、ケーブル３の導出方向の選択肢を増やすことができ、さらにバッ
テリ収納部に形成されたケーブル導出孔の位置が異なる複数の電子機器間で共用すること
ができる。
【００４９】
　＜電源プレートと電子機器との間で行われる認証処理＞
　次に、本発明に係る電源プレートと、この電源プレートのプレート本体が収納されて電
力が供給される電子機器との間で行われる認証処理について説明する。
【００５０】
　認証処理を行うために、電源プレート１及びデジタルスチルカメラ４０は、図１４に示
すような構成を備える。
【００５１】
　すなわち、電源プレート１のプレート本体２は、電源プレートの識別情報を、デジタル
スチルカメラ４０に出力する情報出力部６０を備える。ここで、電源プレートの識別情報
とは、出荷時などに予めこの情報出力部６０にアクセス可能なメモリ６１上に記録された
情報であり、特定の電子機器の機種に対応して設定された情報である。なお、本実施形態
では、上述したデジタルスチルカメラ４０、４７などが、このような対応関係を有する電
子機器に該当する。換言すれば、この電源プレートの識別情報は、デジタルスチルカメラ
４０、４７にとって、正規品の電源プレートである旨を示す情報である。
【００５２】
　この情報出力部６０及び電子プレートの識別情報が記憶されたメモリ６１は、端子板２
０に実装されている半導体チップに組み込まれている。そして、この情報出力部６０は、
家庭電源などから半導体チップに電力が供給されることにより起動し、メモリ６１から電
源プレートの識別情報を読み出して、この電源プレートの識別情報を情報端子部３３から
外部へ出力する。
【００５３】
　具体的には、プレート本体２は、以下に示すような回路構成を有している。なお、プレ
ート本体２の説明に先立ち、まず、従来例として、デジタルスチルカメラ４０のバッテリ
収納部４１に接続されるバッテリパック１００の電源回路の構成について図１５（Ａ）を
参照して説明する。
【００５４】
　バッテリパック１００には、図１５（Ａ）に示すように、化学反応によって起電力を発
生するバッテリセル１０１と、このバッテリセル１０１の充放電を制御するとともに、こ
のバッテリの識別情報や残電力量情報などをデジタルスチルカメラ４０へ出力するバッテ
リ制御部１０２と、バッテリセル１０１の正極側の外部出力端である正極端子１０３と、
バッテリセル１０１の負極側の外部出力端である負極端子１０４と、このバッテリ制御部
１０２から出力される情報を外部へ出力する情報出力端子１０５と、バッテリセル１０１
が過放電状態となるのを防止する放電制御回路１０６と、バッテリセル１０１が過充電状
態となるのを防止する充電制御回路１０７とを備えている。
【００５５】
　バッテリセル１０１は、その正極側が、分岐Ａを介してバッテリ制御部１０２及び正極
端子１０３にそれぞれ接続される。また、バッテリセル１０１は、その負極側が、分岐Ｂ
を介してバッテリ制御部１０２及び負極端子１０４にそれぞれ接続される。
【００５６】
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　放電制御回路１０６は、分岐Ｂと負極端子１０４との間に直列に接続される回路である
。この放電制御回路１０６は、バッテリ制御部１０２によってオンオフ制御されるスイッ
チ１０６ａと、ダイオード１０６ｂとが並列に接続された回路から構成される。このダイ
オード１０６ｂは、バッテリセル１０１の放電方向に対して逆方向バイアスをかけるよう
に配置される。
【００５７】
　放電制御回路１０６は、通常、スイッチ１０６ａがオンにされ、バッテリセル１０１が
過放電状態に近づくとバッテリ制御部１０２によってスイッチ１０６ａがオフにされ、バ
ッテリセル１０１が過放電状態になるのを防止する。また、放電制御回路１０６は、過放
電を防止するためにスイッチ１０６ａがオフになっても、ダイオード１０６ｂを介して充
電方向に電流を流すことができ、スイッチ１０６ａがオフの状態で、バッテリセル１０１
を過放電状態に近い状態から充電させ、通常の動作状態へ復帰させることができる。
【００５８】
　充電制御回路１０７は、放電制御回路１０６と同様に、分岐Ｂと負極端子１０４との間
に直列に接続される回路である。この充電制御回路１０７は、バッテリ制御部１０２によ
ってオンオフ制御されるスイッチ１０７ａと、ダイオード１０７ｂとの並列回路から構成
される。ここで、このダイオード１０７ｂは、バッテリセル１０１の放電方向に対して順
方向バイアス、換言すれば、充電方向に対して逆方向バイアスをかけるように配置される
。
【００５９】
　充電制御回路１０７は、通常、バッテリ制御部１０２によってスイッチ１０７ａがオン
にされ、バッテリセル１０１が過充電状態に近づくとバッテリ制御部１０２によってスイ
ッチ１０７ａがオフにされ、バッテリセル１０１が過充電状態になるのを防止する。また
、充電制御回路１０７は、過充電を防止するためにスイッチ１０７ａがオフになっても、
ダイオード１０７ｂを介して放電方向に電流を流すことができ、オフになったスイッチ１
０７ａをオンにしなくても、バッテリセル１０１を過充電状態に近い状態から放電させ、
通常の動作状態へ復帰させることができる。
【００６０】
　これに対して、本実施形態の電源プレート１のプレート本体２は、図１５（Ｂ）に示す
ように、デジタルスチルカメラ４０への電源供給を制御するプレート制御部６２と、ＡＣ
／ＤＣコンバータ４の正極端に接続される正極接続端子６３と、このＡＣ／ＤＣコンバー
タ４の負極端に接続される負極接続端子６４と、放電制御回路６５とを備えている。
【００６１】
　プレート制御部６２は、上述した情報出力部６０とメモリ６１との機能を含む処理部で
あって、プレートの識別情報などを情報端子部３３を介してデジタルスチルカメラ４０へ
出力する。
【００６２】
　このプレート本体２において、正極接続端子６３は、分岐Ｃを介してプレート制御部６
２と、正極端子部３１とにそれぞれ接続される。また、このプレート本体２において、負
極接続端子６４は、分岐Ｄを介してプレート制御部６２と、負極端子部３２とにそれぞれ
接続される。
【００６３】
　放電制御回路６５は、分岐Ｄと負極端子部３２との間に直列に接続される回路である。
この放電制御回路６５は、プレート制御部６２によってオンオフ制御されるスイッチ６５
ａと、ダイオード６５ｂとの並列回路から構成される。ここで、このダイオード６５ｂは
、逆方向バイアスをかけるように配置される。放電制御回路６５は、通常、スイッチ６５
ａがオンにされ、ＡＣ／ＤＣコンバータ４からの供給電源が過電流状態や過電圧状態に近
づくとプレート制御部６２によってスイッチ６５ａがオフにされる。なお、ＡＣ／ＤＣコ
ンバータ４の内部に過電流状態や過電圧状態を防止する放電制御回路を設けていれば、プ
レート本体２は、放電制御回路６５を備えなくても良い。
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【００６４】
　上述した従来例としたバッテリパック１００と比較した場合、プレート本体２は、バッ
テリセルが過放電状態や過充電状態となるのを防止する回路を設ける必要がないため、回
路規模の簡略化を図ることができ、加えてコストを抑えることもできる。
【００６５】
　次に、電源プレート１との間で認証処理を行うため、デジタルスチルカメラ４０が備え
る各処理部の構成について説明する。このプレート本体２を収納するデジタルスチルカメ
ラ４０には、プレート本体２の端子板２０に形成されている正極端子部３１、負極端子部
３２及び情報端子部３３に対して、それぞれ電気的に接続される正極端子接続部５１、負
極端子接続部５２、及び情報端子接続部５３が、上述したようにバッテリ収納部４１の収
納凹部４４の最深部に形成されている。
【００６６】
　デジタルスチルカメラ４０は、そのバッテリ収納部４１にプレート本体が収納されると
、正極端子接続部５１と負極端子接続部５２とから電力が供給され、また、情報端子接続
部５３から電源プレートの識別情報が入力される。
【００６７】
　さらに、デジタルスチルカメラ４０は、正極端子接続部５１と負極端子接続部５２とか
ら電力が供給され、後述するカメラ処理主要部５６への電力供給を制御する電源制御部５
４と、情報端子接続部５３に入力された電源プレートの識別情報に基づいて、後述する認
証処理を行う認証処理部５５と、デジタルスチルカメラ４０の主要動作を行うカメラ処理
主要部５６とを備えている。
【００６８】
　電源制御部５４は、電源プレート１のプレート本体２がバッテリ収納部４１に収納され
ると、プレート本体２からの電力供給を受けて、認証処理部５５を起動させる。そして、
電源制御部５４は、認証処理部５５で行われる認証結果に応じて、カメラ処理主要部５６
へ電力を供給するか否かの制御を行う。
【００６９】
　認証処理部５５は、電源制御部５４によって起動されると、情報端子接続部５３に入力
された電源プレートの識別情報に基づいて認証処理を行って、認証結果を電源制御部５４
に供給する。また、認証処理部５５には、電子機器の識別情報が記憶されたメモリ５５ａ
とアクセス可能に接続されている。ここで、電子機器の識別情報は、出荷時などにおいて
予めメモリ５５ａに記録された情報であり、後述する認証処理において上述した正規品の
対応関係を有する電源プレートの識別情報との間で照合される。
【００７０】
　カメラ処理主要部５６は、デジタルスチルカメラ４０の主要動作を行う複数の処理部か
ら構成され、具体的には、被写体像を撮像する撮像処理手段、撮像した画像をデータ化す
る画像処理手段、画像データを記憶する記憶手段、画像データを表示する表示手段、及び
、ユーザがこれらの各処理手段への操作命令を行うユーザインタフェース手段などから構
成される。
【００７１】
　次に、電源制御部５４及び認証処理部５５を中心として行われる認証処理の処理工程に
関して、図１６を参照して説明する。
【００７２】
　以下に示す認証処理の前提として、電源プレート１のプレート本体２がデジタルスチル
カメラ４０のバッテリ収納部４１に収納され、このプレート本体２の端子板２０の正極端
子部３１、負極端子部３２、及び情報端子部３３が、バッテリ収納部４１に形成されてい
る正極端子接続部５１、負極端子接続部５２、及び情報端子接続部５３と電気的に接続さ
れているものとする。
【００７３】
　そして、電源制御部５４は、電源プレート１から供給される電力によって起動すると、
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認証処理部５５に電力を供給して起動させ、以下に示す認証処理が開始される。
【００７４】
　なお、電源制御部５４及び認証処理部５５は、デジタルスチルカメラ４０に設けられた
プロセッサによって実現されるものであって、このプロセッサが以下に示すフローチャー
トに基づいたプログラムを実行することによって、次に示す認証処理が行われる。
【００７５】
　ステップＳ１１において、認証処理部５５は、情報端子接続部５３から電源プレートの
識別情報が供給されたか否かを検出する。具体的に、認証処理部５５は、起動した時点か
ら所定の時間内において、電源プレートの識別情報が供給されたか否かを判断して、検出
されたときにはステップＳ１２へ進み、検出されなかったときにはステップＳ１４へ進む
。
【００７６】
　ステップＳ１２において、認証処理部５５は、供給された電源プレートの識別情報に基
づいて、次に示すような認証処理を行う。すなわち、認証処理部５５は、メモリ５５ａか
ら電子機器の識別情報を読み出して、この電子機器の識別情報と供給された電源プレート
の識別情報とを照合して、ステップＳ１３へ進む。
【００７７】
　ステップＳ１３において、認証処理部５５は、電子機器の識別情報と電源プレートの識
別情報との照合結果により、認証が成功したか否かを判断し、認証が成功したときにはス
テップＳ１５へ進み、認証が成功しなかったときはステップＳ１４へ進む。
【００７８】
　ステップＳ１４において、認証処理部５５は、認証が失敗した認証結果を電源制御部５
４に供給する。そして、電源制御部５４は、この認証結果において、カメラ処理主要部５
６の表示手段に表示するなどすることによってユーザに提示して、その後、カメラ処理主
要部５６への電力供給を禁止する。
【００７９】
　なお、本処理工程では、前提としてバッテリ収納部４１に電源プレート１のプレート本
体２が収納されたこととして、以上の処理工程が行われるが、バッテリ収納部４１にバッ
テリが収納された際にも同様の認証処理が行われる。すなわち、認証処理部５５は、電子
機器の識別情報とバッテリの識別情報との間で照合処理を行って、認証が成功したときに
はステップＳ１５へ進み、認証が成功しなかったときにはステップＳ１４へ進む。
【００８０】
　ステップＳ１５において、認証処理部５５は、電源プレートの識別情報及びバッテリの
識別情報に基づいて、プレート本体２がバッテリ収納部４１に収納されているか否かを判
断して、プレート本体２が収納されているときにステップＳ１７へ進み、プレート本体２
が収納されていないときにステップＳ１６へ進む。すなわち、本処理において、デジタル
スチルカメラ４０のバッテリ収納部４１に、プレート本体２が収納されているときにはス
テップＳ１７へ進み、バッテリが収納されているときにはステップＳ１６へ進む。
【００８１】
　ステップＳ１６において、認証処理部５５は、バッテリ収納部４１にバッテリが収納さ
れている旨の認証情報を電源制御部５４へ供給する。そして、電源制御部５４は、このバ
ッテリが収納されている旨の認証情報の供給に応じて、次に示すようなバッテリモードに
従って、カメラ処理主要部５６へ電力を供給する。
【００８２】
　本実施形態において、バッテリモードは、デジタルスチルカメラ４０がバッテリで駆動
するのに適して設定された動作モードである。具体的には、このバッテリモードに従って
、カメラ処理主要部５６の各処理手段が次のように動作する。図１７（Ａ）に示すように
、デジタルスチルカメラ４０は、カメラ処理主要部５６のうち、表示手段としてディスプ
レイ７０と、ユーザインタフェース手段としてデジタルスチルカメラ４０の筐体に複数の
操作入力部８０とを備えている。この図を参照してバッテリモードに応じた動作について
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以下のように説明する。
【００８３】
　第１の動作として、電源制御部５４は、バッテリモードに従って、所定の待機時間内に
ユーザによって操作入力部からの入力がないときに、この機器の駆動を停止するオートパ
ワーオフ機能を有効にする。ここで、このオートパワーオフ機能の処理手段は、本発明に
係る停止制御手段として、本実施形態では電源制御部５４に組み込まれているものとする
。
【００８４】
　第２の動作として、電源制御部５４は、バッテリモードに従って、例えばディスプレイ
７０の右上端部７１にバッテリの残電力量情報を表示する。ここで、バッテリの残電力量
情報は、バッテリに設けられた情報端子から出力される情報であって、バッテリ収納部４
１に形成されている情報端子接続部５３を介して入力され、カメラ処理主要部５６によっ
て表示処理される。
【００８５】
　第３の動作として、電源制御部５４は、バッテリモードに従って、ディスプレイ７０の
表示出力を省電力表示モードに設定する。ここで、本実施形態において、省電力表示モー
ドとは、できるだけデジタルスチルカメラ４０の長時間動作を図るために電力消費量を抑
制する動作モードである。具体的には、ディスプレイ７０は、省電力表示モードに従って
、低照度表示すなわち彩度値及び明度値を低い値にして画像を出力したり、操作入力部８
０に所定時間内に何も入力されなかったときに彩度値及び明度値を低い値にして画像を出
力する。
【００８６】
　ステップＳ１７において、認証処理部５５は、電源プレートの識別情報に基づいて、バ
ッテリ収納部４１に収納されたプレート本体２の電源プレート１が、後述する拡張型電源
プレートであるか否かを判断して、拡張型電源プレートでないとき、すなわち通常の電源
プレートであるときにはステップＳ１８へ進み、拡張型電源プレートであるときにはステ
ップＳ１９へ進む。
【００８７】
　ステップＳ１８において、認証処理部５５は、バッテリ収納部４１に通常の電源プレー
トのプレート本体が収納されている旨の認証情報を電源制御部５４へ供給する。そして、
電源制御部５４は、この認証情報の供給に応じて、次に示すような電源プレートモードに
従って、カメラ処理主要部５６への電力供給を開始して、電源プレートの識別情報に基づ
いた認証処理を終了する。
【００８８】
　本実施形態において、電源プレートモードは、デジタルスチルカメラ４０がバッテリの
残電力量を気にすることなく電力を消費して駆動する動作モードである。具体的には、カ
メラ処理主要部５６の各処理手段は、電源プレートモードに従って、次のように動作する
。なお、図１７（Ｂ）に示すように、デジタルスチルカメラ４０は、表示手段としてディ
スプレイ７０と、ユーザインタフェースとしてデジタルスチルカメラ４０の筐体に複数の
操作入力部８０とを備えている。この図を参照して電源プレートモードに応じた動作につ
いて説明する。
【００８９】
　第１の動作として、電源制御部５４は、電源プレートモードに従って、オートパワーオ
フ機能を無効にする。
【００９０】
　第２の動作として、電源制御部５４は、電源プレートモードに従って、上述したバッテ
リモードの駆動時に表示される残電力量情報の表示を行わない。
【００９１】
　第３の動作として、電源制御部５４は、電源プレートモードに従って、例えば、ディス
プレイ７０の表示出力を高照度表示モードに設定する。ここで、高照度表示モードは、電
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力消費量を抑制せずにディスプレイ７０に画像を表示させる動作モードである。すなわち
、ディスプレイ７０は、高照度表示モードに従って、バッテリモードの駆動時におけるデ
ィスプレイの表示出力と比べてその彩度値及び明度値を高い値にして画像を出力したり、
操作入力部８０からの操作入力が無くても常に彩度値及び明度値を高い値に保って画像を
出力する。ディスプレイ７０は、高照度表示モードで画像を表示することにより、例えば
店頭表示用として、バッテリモードの駆動時における低照度表示に比べて、より見やすく
、より美感を与える表示画像を、ユーザや顧客などに対して提供することができる。
【００９２】
　ステップＳ１９において、認証処理部５５は、バッテリ収納部４１に拡張型の電源プレ
ートのプレート本体が収納されている旨の認証情報を電源制御部５４へ供給する。そして
、電源制御部５４は、この認証情報の供給に応じて、次に示すような拡張型電源プレート
モードに従って、カメラ処理主要部５６への電力供給を開始して、電源プレートの識別情
報に基づいた認証処理を終了する。
【００９３】
　本実施形態において、拡張型電源プレートモードは、電源プレートの識別情報に加えて
、情報端子接続部５３に入力される拡張機能情報に応じたデジタルスチルカメラ４０の動
作モードである。電源制御部５４は、この拡張型電源プレートモードに従って、具体的に
は次に示すような拡張機能を有効にして、カメラ処理主要部５６を動作させる。
【００９４】
　第１の機能として、電源制御部５４は、拡張機能情報に応じて、カメラ処理主要部５６
のファームウェアを書き換えて、このファームウェアの機能をバージョンアップする。
【００９５】
　第２の機能として、電源制御部５４は、拡張機能情報に応じて、消費電力が非常に大き
いためバッテリモードを含め通常の動作では行わない高消費電力撮影機能を有効にしてカ
メラ処理主要部５６の撮像処理手段を制御する。ここで、高消費電力撮影機能とは、例え
ば、ストロボへの急速充電、ストロボによるフラッシュの連続照射機能、固体撮像素子へ
より高い電圧を印加させることにより受光感度を増加させて低照度の撮像を可能とする低
照度撮影機能、長時間動画像を撮像する長時間タイマ撮像機能、及び、ストロボの長時間
露光機能などである。
【００９６】
　拡張型電源プレートは、電源プレートの識別情報に加えて、拡張機能情報を、デジタル
スチルカメラ４０へ供給することによって、バッテリ駆動では消費電力が非常に大きいた
めに通常組み込まれていない機能を用いて、上述した高消費電力撮影機能を有効にして被
写体像を撮像することができる。
【００９７】
　以上のように、本実施形態では、デジタルスチルカメラ４０のバッテリ収納部４１にプ
レート本体２が収納された電源プレート１から出力される電源プレートの識別情報に基づ
いて、バッテリ又は電源プレート１のプレート本体２のいずれか一方がバッテリ収納部４
１に収納されたかを判断し、この判断結果に応じて、電力の供給を制御するので、デジタ
ルスチルカメラ４０などの電子機器に接続されるバッテリ及び電源プレートが正規品であ
るか否かの認証を精度良く行うことができる。
【００９８】
　また、従来では、バッテリと電源プレートとに、それぞれの筐体に互いを識別するため
の判別溝を設けたり、電子機器の収納部にバッテリ又は電源プレートが収納されたときの
みに押圧されるスイッチを設けることでバッテリ又は電源プレートが収納されたことを判
断していた。これに対して、本実施形態では、バッテリの識別情報及び電源プレートの識
別情報を用いて、バッテリと電源プレート１のプレート本体２のいずれか一方がバッテリ
収納部４１に収納されたか否かを判断するので、上述した従来の認証方法に比べて、バッ
テリ、電源プレート１のプレート本体２、及びバッテリ収納部４１の各形状の制約が緩和
される。したがって、本実施形態では、従来に比べてよりバッテリのサイズを大きくする
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ことでその電力容量を増加させたり、判別可能な種類が増加することができる。
【００９９】
　さらに、本実施形態に係る電源プレート１は、電源プレートの識別情報をデジタルスチ
ルカメラ４０に出力する情報出力部６０を有していれば、いかなる形状のものを用いるよ
うにしても良いが、上述したように、デジタルスチルカメラ４０に形成された導出孔の位
置に応じて電源プレート１のケーブル３の導出方向を変える複数の導出路１６が設けられ
ているものと組み合わせることによって、次のような利点がある。
【０１００】
　まず、導出路が形成された導出部を備えることにより、本発明が適用された電源プレー
トは、ケーブルの導出方向の選択肢を増やすことができ、バッテリ収納部に形成されたケ
ーブル導出孔の位置が異なる複数の電子機器間で共用することができるものである。しか
しながら、このような電源プレートは、たとえケーブル導出孔の位置が異なる複数の電子
機器間で共用することができたとしても、収納部の形状が多数の機種間で統一されていな
ければ、より多くの機種に対応させて使用することができない。
【０１０１】
　ここで、本実施形態に係る電源プレートは、電源プレートの識別情報に応じた認証処理
を電子機器に行わせるため、収納部形状が多数の機種間で統一されても、安全性を損なう
ことなく電力供給を行うことができる。
【０１０２】
　つまり、本実施形態に係る電源プレートは、電源プレートの識別情報を出力する情報出
力部と、電子機器に形成された導出孔の位置に応じてケーブルの導出方向を変える複数の
導出路とを有することにより、正規品であるか否かの認証を精度良く行うことができると
ともに、より多くの電子機器の機種に対して電力供給を行うことができる。
【０１０３】
　なお、本発明は、以上の実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において種々の変更が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明が適用された電源プレートを示す斜視図である。
【図２】本発明が適用された電源プレートの使用状態を示す斜視図である。
【図３】本発明が適用された電源プレートを示す分解斜視図である。
【図４】本発明が適用された電源プレート底面側から示す斜視図である。
【図５】ケーブルの導出方向を示す底面図である。
【図６】挟持片を示す斜視図である。
【図７】本発明が適用された電源プレートが用いられるデジタルスチルカメラを示す斜視
図である。
【図８】バッテリ収容部を示す斜視図である。
【図９】バッテリ収容部に電源プレートが収容されたデジタルスチルカメラを示す斜視図
である。
【図１０】ケーブルを一方の角部側から導出させている電源プレートを示す底面図である
。
【図１１】本発明が適用された電源プレートが用いられる他のデジタルスチルカメラを示
す斜視図である。
【図１２】ケーブルを他方の角部側から導出させている電源プレートを示す底面図である
。
【図１３】プレート本体の背面方向に向かう第３の導出路を備えた電源プレートを示す底
面図である。
【図１４】認証処理を行うために、デジタルスチルカメラ及び電源プレートが備える構成
について説明した概略図である。
【図１５】図１５（Ａ）は従来のバッテリが備える電源供給回路を示す概略図であり、図
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１５（Ｂ）は本発明が適用された電源プレートのプレート本体内部の電源供給回路を示す
概略図である。
【図１６】認証処理部及び電源制御部が中心として行われる認証処理工程を示すフローチ
ャートである。
【図１７】図１７（Ａ）はバッテリモード駆動時におけるカメラ処理主要部の動作の説明
に供する図であり、図１７（Ｂ）は電源プレートモード駆動時におけるカメラ処理主要部
の動作の説明に供する図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　電源プレート、２　プレート本体、２ａ，２ｂ　角部、３　ケーブル、４　ＡＣ／
ＤＣコンバータ、５　接続コネクタ、６　コード、１０　上ハーフ、１０ａ　前面壁、１
１　下ハーフ、１１ａ　前面壁、１１ｂ　背面壁、１２　端子孔、１３　ネジ、１５　保
持部、１６ａ，１６ｂ，１６ｃ　導出路、１７　導出部、１８　正極タブ、１９　負極タ
ブ、１８ａ，１９ａ　接合板部、１８ｂ、１９ｂ　溶接板部、２０　端子板、２２　支持
壁、２３　嵌合片、２４　導出領域、２５　開口部、２６　分岐部、２６ａ，２６ｂ　側
壁、２７ａ，２７ｂ　狭持片、２８，２９　膨出部、３０　支持凹部、３１　正極端子部
、３２　負極端子部、３３　情報端子部、４０，４７　デジタルスチルカメラ、４１　バ
ッテリ収納部、４２　電池蓋、４３　凹面部、４４　収納凹部、４５，４８　導出孔、４
６　キャップ、５１　正極端子接続部、５２　負極端子接続部、５３　情報端子接続部、
５４　電源制御部、５５　認証処理部、５５ａ　メモリ、５６　カメラ処理主要部、６０
　情報出力部、６１　メモリ、６２　プレート制御部、６３　正極接続端子、６４　負極
接続端子、６５　放電制御部、６５ａ、１０６ａ、１０７ａ　スイッチ、６５ｂ、１０６
ｂ、１０７ｂ　ダイオード、７０　ディスプレイ、７１　右上端部、８０　操作入力部、
１００　バッテリ、１０１　バッテリセル、１０２　バッテリ制御部、１０３　正極端子
、１０４　負極端子、１０５　情報出力端子、１０６　放電制御回路、１０７　充電制御
回路
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